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当
該
地
域
の
民
間
労
働
者
の
雇
用
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
こ

と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
も
制
度
構
想
案
は
す
み

や
か
に
提
示
さ
れ
、
広
く
議
論
の
行
わ
れ
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
る
。

　

札
幌
市
労
連
へ
の
聞
き
取
り
調
査
は
、
二
〇
一
九
年
六

月
一
二
日
に
行
っ
た
。
対
応
し
て
い
た
だ
い
た
の
は
、
同

労
組
の
書
記
長
（
竹
村
一
已
氏
）
と
書
記
次
長
（
山
田
雄

治
氏
）
で
あ
る（
３
）。

　

調
査
の
内
容
は
、
札
幌
市
の
会
計
年
度
任
用
職
員
の
現

時
点
で
の
構
想
案
を
、
雇
用
（
任
用
）、
賃
金
・
労
働
条

件
な
ど
に
分
け
て
尋
ね
た
ほ
か
、
労
使
間
協
議
の
進
め
方

な
ど
を
尋
ね
た
。

　

本
稿
の
性
格
に
も
関
わ
っ
て
先
に
留
意
事
項
を
述
べ
る

と
、
第
一
に
、
新
た
な
非
正
規
公
務
員
制
度
は
最
終
的
に

は
札
幌
市
議
会
で
の
審
議
・
承
認
を
必
要
と
す
る
。
第
二

に
、
後
で
述
べ
る
と
お
り
、
市
当
局
と
労
働
組
合
で
時
間

を
か
け
て
協
議
を
重
ね
て
き
た
そ
の
内
容
に
つ
い
て
も
な

お
未
確
定
の
部
分
が
あ
る
。
以
上
か
ら
、
現
時
点
で
公
表

１
．
問
題
意
識
と
調
査
の
概
要

　

本
稿
は
、
札
幌
市
の
臨
時
・
非
常
勤
職
員
（
以
下
、
非

正
規
公
務
員
と
も
い
う
）
制
度
の
現
状
を
ま
ず
前
半
で
確

認
し
た
上
で
、
札
幌
市
労
働
組
合
連
合
会
（
以
下
、
札
幌

市
労
連
）か
ら
の
聞
き
取
り
結
果
と
提
供
資
料
に
基
づ
き
、

札
幌
市
に
お
け
る
現
時
点
で
の
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度

の
構
想
案
を
整
理
し
て
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
調
査
に

あ
た
っ
て
の
問
題
意
識
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

新
た
な
非
正
規
公
務
員
制
度
で
あ
る
会
計
年
度
任
用
職

員
制
度
の
導
入
時
期
（
二
〇
二
〇
年
四
月
一
日
）
が
間
近

に
迫
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
処
遇
改
善
に
必
要
な

財
源
措
置
の
内
容
が
国
か
ら
ま
だ
示
さ
れ
な
い
と
い
う
事

情
も
あ
っ
て
、
各
自
治
体
と
も
、
労
使
間
の
協
議
や
制
度

構
想
の
作
業
が
遅
れ
、
総
務
省
が
示
し
て
い
た
想
定
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
（
図
表
１

－

１
）
か
ら
大
き
く
乖
離
し
た
状
況

に
あ
る（
１
）。
道
内
の
主
要
都
市
で
条
例
案
を
議
会
に
す
で
に

上
程
済
み
の
ケ
ー
ス
を
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
。

　

図
表
１

－

２
は
、
各
自
治
体
等
に
照
会
を
か
け
た
総
務

省
に
よ
る
調
査
結
果
に
基
づ
き
、
北
海
道
及
び
道
内
市
町

村
の
臨
時
・
非
常
勤
職
員
の
人
数
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ

る
。
二
〇
一
二
年
と
二
〇
一
六
年
の
数
値
は
そ
れ
ぞ
れ
同

年
四
月
一
日
現
在
の
人
数
で
、
二
〇
一
七
年
の
数
値
は
年

度
の
延
べ
人
数
で
あ
る
。
ま
た
前
者
で
は
、
短
期
間
・
短

時
間
勤
務
者
は
除
か
れ
て
お
り
、
対
象
は
、「
任
用
期
間

が
六
か
月
以
上
又
は
六
か
月
以
上
と
な
る
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
り
、
か
つ
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
一
九
時
間

二
五
分
以
上
」
の
者
で
あ
る
。
そ
の
二
〇
一
六
年
値
で
み

て
も
、「
市
群
」
で
も
「
町
村
群
」
で
も
、
非
正
規
の
公

務
員
数
は
三
割
も
の
規
模
を
占
め
る
。

　

公
務
員
準
拠
と
い
う
賃
金
・
労
働
条
件
決
定
の
考
え
方
、

あ
る
い
は
、
業
務
委
託
や
指
定
管
理
事
業
な
ど
自
治
体
が

発
注
す
る
仕
事
で
の
賃
金
算
出
根
拠
に
非
正
規
公
務
員
の

賃
金
が
使
わ
れ
て
い
る
実
態（
２
）な
ど
を
鑑
み
て
も
、
新
た
な

非
正
規
公
務
員
制
度
は
、
当
事
者
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

　

川　

村　

雅　

則

札
幌
市
に
お
け
る
臨
時
・
非
常
勤
職
員
制
度
の
現
状
と

会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
現
時
点
で
の
構
想
案
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＜図表１－１＞　総務省による「会計年度任用職員制度」導入等に係るスケジュール（想定）

＜図表１－２＞　全道の臨時・非常勤職員数および正職員数

出所：総務省（2017）より。

注１：全道は、北海道及び道内全市町村の合計。

注２：市群は、札幌市を除く。

注３：臨時・非常勤職員のうち2012年と2016年の数値は、各年の４月１日現在任用されている者であって、なおかつ、

短期間・短時間勤務者を除く者であるのに対して、2017年の数値は、2017年度に任用された全ての者である。

本文を参照。

出所：臨時･非常勤職員の人数は、総務省「臨時・非常勤職員調査(2012年４月１日現在、2016年４月１日現在、2017年度)」

より。正職員の人数は、総務省「地方公共団体定員管理調査」より。	 	
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で
き
る
内
容
に
は
制
約
が
あ
る
。
本
稿
は
あ
く
ま
で
も
、

協
議
を
重
ね
て
き
た
一
方
の
当
事
者
で
あ
る
札
幌
市
労
連

側
の
認
識
を
筆
者
が
聞
き
取
っ
て
整
理
し
た
も
の
と
な

る
。本
来
は
市
当
局
か
ら
も
話
を
聞
く
べ
き
で
あ
っ
た
が
、

議
会
に
条
例
案
を
提
出
す
る
前
に
そ
れ
を
実
現
す
る
の
は

困
難
で
あ
る
と
予
測
さ
れ
た
。制
度
が
確
定
し
た
段
階
で
、

よ
り
詳
細
な
原
稿
を
ま
と
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

さ
て
、
調
査
結
果
を
示
す
前
に
、
札
幌
市
の
臨
時
・
非

常
勤
職
員
制
度
の
主
な
特
徴
を
、
第
二
節
で
ま
ず
は
整
理

を
す
る
。
筆
者
は
、
二
〇
一
四
年
に
札
幌
市
総
務
局
職
員

部
（
人
事
課
、
勤
労
課
）
か
ら
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
て

い
る
。
聞
き
取
り
の
結
果
と
提
供
資
料
で
川
村
（
二
〇
一

四
）
を
ま
と
め
た
。
そ
の
後
、
二
〇
一
七
年
一
二
月
に
も

札
幌
市
職
員
部
勤
労
課
か
ら
関
連
資
料
を
提
供
い
た
だ
い

た
（
こ
の
と
き
は
資
料
提
供
と
書
面
で
の
簡
単
な
や
り
と

り
の
み
で
あ
る
）。

２
．
札
幌
市
の
臨
時
・
非
常
勤
職
員
制
度

　

⑴　

総
務
省
調
査
に
よ
る
札
幌
市
の
臨
時
・
非
常
勤
職

　
　

員
数

　

図
表
２

－

１
は
、二
〇
一
六
年
四
月
一
日
現
在
の
臨
時
・

非
常
勤
職
員
数
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

　

注
釈
に
記
載
の
と
お
り
「
フ
ル
」
と
は
、
フ
ル
タ
イ
ム

職
員
の
意
味
で
、
常
勤
職
員
と
同
様
の
勤
務
時
間
、
勤
務

日
数
の
職
員
で
あ
る
。フ
ル
タ
イ
ム
職
員
以
外
の
職
員（
常

勤
職
員
の
勤
務
時
間
又
は
勤
務
日
数
に
満
た
な
い
者
）
は

パ
ー
ト
タ
イ
ム
職
員
で
、「
パ
ー
ト
」
と
表
示
し
て
い
る
。

そ
の
う
ち
「
パ
ー
ト
Ａ
」
は
一
週
間
あ
た
り
の
勤
務
時
間

が
常
勤
職
員
の
四
分
の
三
を
超
え
る
者
で
、「
パ
ー
ト
Ｂ
」

は
そ
れ
以
外
の
者
で
あ
る
。

　

札
幌
市
に
お
い
て
は
、
特
別
職
非
常
勤
職
員
の
全
て
が

「
パ
ー
ト
Ｂ
」
で
、
一
般
職
非
常
勤
職
員
と
臨
時
的
任
用

職
員
の
全
て
が
「
フ
ル
」
で
回
答
さ
れ
て
い
る
。
特
別
職

非
常
勤
職
員
で
は
、「
そ
の
他
」
が
八
六
四
人
と
圧
倒
的

に
多
く
、
次
い
で
、「
医
療
技
術
員
」
一
八
四
人
、「
看
護

師
等
」
一
一
〇
人
と
な
っ
て
い
る
。
一
般
職
非
常
勤
職
員

で
は
二
人
を
除
く
全
員
が
「
教
員
・
講
師
（
義
務
教
育
以

外
）」
で
あ
る
。
臨
時
的
任
用
職
員
で
多
く
を
占
め
る
の

は
、「
事
務
補
助
職
員
」
五
四
九
人
と
「
技
能
労
務
職
員
」

一
八
四
人
で
あ
る
。

　

⑵　

二
〇
一
四
年
度
調
査
で
確
認
さ
れ
た
、
札
幌
市
の

　
　

臨
時
・
非
常
勤
職
員
の
任
用
の
特
徴

　

二
〇
一
四
年
度
調
査
結
果
の
要
点
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

　

第
一
に
、
札
幌
市
に
お
け
る
臨
時
・
非
常
勤
職
員
の
雇

用
、
労
働
に
関
す
る
ル
ー
ル
は
、
非
常
勤
職
員
に
つ
い
て

は
「
非
常
勤
職
員
取
扱
要
綱
」
に
、
臨
時
職
員
に
つ
い
て

は
「
臨
時
的
任
用
職
員
取
扱
要
綱
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め

ら
れ
て
い
る
。

　

各
要
綱
の
目
的
に
つ
い
て
は
、
前
者
で
は
、「
市
長
の

権
限
に
属
す
る
事
務
を
補
助
す
る
非
常
勤
の
職
員
（
附
属

機
関
の
委
員
及
び
専
門
委
員
等
を
除
く
。
以
下
「
非
常
勤

職
員
」
と
い
う
。）
の
職
、
任
用
、
勤
務
条
件
等
に
関
し
、

必
要
な
基
準
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
人
事
管
理
等
の
適

正
な
運
営
を
図
る
こ
と
」
に
あ
り
、
後
者
で
は
、「
地
方

公
務
員
法
」（
昭
和
二
五
年
法
律
第
二
六
一
号
）（
以
下
、

「
法
」
と
い
う
）
第
二
二
条
及
び
第
二
六
条
の
六
並
び
に

「
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
三

年
法
律
第
一
一
〇
号
）（
以
下
、「
育
児
休
業
法
」
と
い
う
）

第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務

を
補
助
す
る
臨
時
的
に
任
用
す
る
職
員
（
以
下
「
臨
時
職

員
」
と
い
う
）
の
任
用
、
給
与
、
勤
務
時
間
等
の
取
扱
い

に
つ
い
て
必
要
な
基
準
を
定
め
、
人
事
の
適
正
な
管
理
を

図
る
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　

第
二
に
、
札
幌
市
で
は
、
非
常
勤
職
員
は
第
一
種
非
常

勤
職
員
と
第
二
種
非
常
勤
職
員
と
に
分
か
れ
て
い
る
（
図

表
２

－

２
）。

　

第
一
種
は
顧
問
弁
護
士
や
医
者
な
ど
特
殊
な
ケ
ー
ス
で
、

勤
務
時
間
の
定
め
は
な
く
、
時
間
は
平
均
す
る
と
短
い
。

そ
の
た
め
、総
務
省
調
査
で
は
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
て
い
な
い
。

　

第
二
種
は
、
資
格
や
知
識
な
ど
が
必
要
で
採
用
が
困
難

な
職
種
と
さ
れ
る
「
採
用
困
難
職
」
と
、そ
れ
以
外
の
「
採

用
容
易
職
」
と
に
分
か
れ
る
。

　

第
三
に
、
任
用
期
間
の
基
本
的
な
パ
タ
ー
ン
は
、
非
常

勤
職
員
は
一
年
、
臨
時
職
員
は
六
か
月
で
あ
る
。

　

臨
時
職
員
の
場
合
は
、
六
か
月
以
上
勤
務
し
退
職
し
た

者
は
、
六
か
月
間
の
空
白
期
間
が
な
け
れ
ば
再
度
の
任
用

は
不
可
能
で
あ
る
。
な
お
こ
れ
は
二
〇
一
四
年
調
査
当
時

の
こ
と
で
あ
っ
て
、
二
〇
一
七
年
四
月
一
日
以
降
は
、「
通

算
一
年
間
勤
務
し
た
者
（
任
期
と
任
期
の
間
に
連
続
す
る
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＜図表２－１＞　職種×任用根拠×性別×勤務時間別にみた札幌市の臨時・非常勤職員数（2016年4月1日現在）

＜図表２－２＞　札幌市の非常勤職員の定義

注１：「フル」とは、フルタイム職員の意味で、常勤職員と同様の勤務時間、勤務日数の職員である。フルタイム職員以外の職員（常勤職員の

勤務時間又は勤務日数に満たない者）はパートタイム職員で、「パート」と表示。そのうち「パートＡ」は1週間あたりの勤務時間が常勤

職員の４分の３を超える者で、「パートＢ」はそれ以外の者である。

注２：札幌市では、「特別職非常勤職員」の勤務は全員が「パートＢ」、一般職非常勤職員と臨時的任用職員の勤務は全員が｢フル」である。よっ

て、残りの勤務の欄は割愛した。

注３：札幌市では、「技術職員」「教員・講師（義務教育）」「（その他の）うち消費生活相談員」がゼロ人なので、割愛。以下の表でも同様。

出所：総務省「臨時・非常勤職員調査（2016年４月１日現在）」より作成。	

出所：札幌市「非常勤職員取扱要綱」より作成。
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教
育
委
員
会（
四
六
五
人
）、子
ど
も
未
来
局（
一
〇
八
人
）、

保
健
福
祉
局
（
四
一
人
）
で
あ
る
。
各
区
役
所
に
も
二
〇

～
四
〇
人
台
の
第
二
種
非
常
勤
職
員
が
働
い
て
い
る
（
合

計
で
三
二
九
人
）。
小
分
類
に
よ
る
職
種
で
人
数
の
多
い

の
は
（
図
表
２

－

５
）、
図
書
情
報
専
門
員
の
六
三
人
で

あ
る
。

　

当
時
の
ラ
ン
ク
制
賃
金
と
人
数
、
代
表
的
な
職
種
例
が

ま
と
め
ら
れ
た
の
が
図
表
２

－

６
で
あ
る
。
人
数
の
最
も

多
い
ラ
ン
ク
三
の
賃
金
月
額
は
二
〇
万
七
六
二
〇
円
で
、

年
収
（
試
算
）
で
二
四
九
・
一
万
円
で
あ
り
、
次
い
で
人

数
の
多
い
ラ
ン
ク
六
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
六
万
五
九
六
〇

円
、
一
九
九
・
二
万
円
で
あ
る
。
臨
時
職
員
の
賃
金
は
図

表
２

－

７
に
ま
と
め
た
と
お
り
で
あ
り
、
彼
ら
の
な
か
で

多
数
を
占
め
た
事
務
員
（
事
務
補
助
職
員
）
の
賃
金
日
額

は
六
七
八
〇
円
で
あ
る
。
完
全
週
休
二
日
制
で
祝
日
な
く

働
い
た
と
仮
定
し
て
も
、
年
収
は
約
一
七
七
万
円
に
と
ど

ま
る
。

　

次
に
、
札
幌
市
職
員
部
勤
労
課
と
の
間
で
書
面
で
や
り

と
り
を
行
っ
た
質
問
と
回
答
を
以
下
に
ま
と
め
て
お
く
。

　

第
一
に
、二
〇
一
四
年
四
月
の
調
査
以
降
に
、任
用
（
労

務
管
理
、
労
働
条
件
）
上
で
何
か
変
化
は
あ
っ
た
か
を
尋

ね
た
。
と
く
に
二
〇
一
四
年
七
月
四
日
付
の
総
務
省
新
通

知
「
臨
時
・
非
常
勤
職
員
及
び
任
期
付
職
員
の
任
用
等
に

つ
い
て
」（
二
〇
一
四
年
七
月
四
日
付
総
行
公
第
五
九
号
）

を
受
け
て
の
変
化
の
有
無
を
尋
ね
た
。

　

市
か
ら
の
回
答
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
、
総
務
省
通
知
を
受

け
て
変
更
し
た
事
項
は
と
く
に
な
い
、と
の
こ
と
だ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
報
酬
に
つ
い
て
は
、
札
幌
市
人
事
委
員

六
月
以
上
の
期
間
が
あ
る
者
を
除
く
。）
は
、
任
期
満
了

に
伴
い
退
職
し
た
後
六
月
間
任
用
で
き
な
い
も
の
と
す

る
」
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。

　

非
常
勤
職
員
に
つ
い
て
は
、
採
用
困
難
職
と
採
用
容
易

職
と
で
異
な
る
取
り
扱
い
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

採
用
困
難
職
は
、
六
五
歳
ま
で
働
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る（
４
）

の
に
対
し
て
、
採
用
容
易
職
で
は
、
三
年
ま
で
は
任
用
更

新
が
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
後
は
、
一
年
間
の
空
白
期
間

を
経
な
け
れ
ば
再
度
の
任
用
は
不
可
能
な
設
計
と
な
っ
て

い
る
。

　

第
四
に
、
勤
務
時
間
は
、
臨
時
職
員
は
正
職
員
と
同
じ

時
間
だ
け
、
非
常
勤
職
員
は
正
職
員
の
四
分
の
三
を
超
え

な
い
範
囲
で
勤
務
し
て
い
る
。

　

第
五
に
、
仕
事
内
容
や
責
任
に
関
す
る
市
の
回
答
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
臨
時
的
任
用
職
員
は
、 

正

規
職
員
の
育
児
休
業
等
に
よ
る
欠
員
代
替
や
、
臨
時
的
・

一
時
的
な
業
務
量
の
増
に
対
応
す
る
た
め
、 

補
助
的
な
業

務
を
担
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
非
常
勤
職
員
に
つ
い

て
は
、
特
別
職
と
し
て
、
特
定
の
専
門
的
な
業
務
に
従
事

さ
せ
る
た
め
に
任
用
し
て
い
る
、
と
の
こ
と
で
あ
る
（
採

用
困
難
職
と
採
用
容
易
職
と
の
違
い
は
上
記
の
と
お
り
で

あ
る
）。

　

ゆ
え
に
同
じ
職
種
で
あ
っ
て
も
、
臨
時
職
員
と
非
常
勤

職
員
と
で
は
仕
事
内
容
や
責
任
に
は
違
い
が
あ
る
。

　

第
六
に
、
賃
金
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
第

二
種
の
非
常
勤
職
員
に
は
数
多
く
の
職
種
が
あ
る
た
め
、

ラ
ン
ク
ご
と
の
賃
金
（
以
下
、
ラ
ン
ク
制
）
が
採
用
さ
れ

て
お
り
、
現
在
、
七
ラ
ン
ク
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。
採
用

困
難
職
も
採
用
容
易
職
も
い
ず
れ
か
の
ラ
ン
ク
に
振
り
分

け
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
採
用
困
難
職
に
限
っ
て
は
、
人
材
の
定
着
を
ね
ら

い
に
経
験
加
算
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
具
体
的
な
金

額
（
調
査
当
時
）
は
、
過
去
一
年
間
勤
務
し
た
職
員
が
年

度
当
初
に
任
用
更
新
さ
れ
た
場
合
、
更
新
一
回
目
か
ら
一

〇
回
目
ま
で
は
、
更
新
ご
と
に
月
額
で
一
三
一
〇
円
が
上

乗
せ
さ
れ
る
。
そ
の
後
は
逓
減
し
て
い
き
、
一
一
回
目
か

ら
二
〇
回
目
ま
で
は
九
二
〇
円
、
二
一
回
目
か
ら
三
〇
回

目
ま
で
は
六
六
〇
円
、
三
一
回
目
か
ら
三
五
回
目
ま
で
は

四
〇
〇
円
と
な
る
。
三
五
回
目
で
加
算
は
終
了
す
る
。

　

⑶　

二
〇
一
七
年
調
査
で
提
供
さ
れ
た
札
幌
市
の
臨

　
　

時
・
非
常
勤
職
員
数
と
賃
金
、
労
働
条
件

　

第
一
節
に
も
書
い
た
と
お
り
、
二
〇
一
七
年
に
札
幌
市

職
員
部
勤
労
課
か
ら
関
連
資
料
を
提
供
い
た
だ
い
た
。
一

一
月
に
聞
き
取
り
調
査
の
依
頼
を
し
た
の
だ
が
、
市
と
の

都
合
が
合
わ
ず
に
そ
の
後
、
電
話
と
メ
ー
ル
で
や
り
と
り

を
行
い
、
当
時
の
最
新
デ
ー
タ
と
質
問
へ
の
回
答
を
い
た

だ
い
た
。
そ
れ
ら
を
整
理
す
る
。

　

ま
ず
、
図
表
２

－

３
～
図
表
２

－

７
は
、
札
幌
市
か
ら

提
供
さ
れ
た
資
料
で
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

図
表
２

－

３
の
と
お
り
、
臨
時
・
非
常
勤
職
員
数
は
二

〇
一
三
年
か
ら
一
七
年
の
あ
い
だ
に
八
八
人
増
え
て
い

る
。
と
く
に
第
二
種
非
常
勤
職
員
が
増
加
し
て
い
る（
５
）。

　

非
常
勤
職
員
の
配
置
を
部
局
別
に
ま
と
め
た
（
図
表
２

－

４
）。
第
二
種
の
非
常
勤
職
員
の
人
数
が
多
い
の
は
、
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＜図表２－３＞　札幌市の臨時・非常勤職員数の推移（2013～17年）

＜図表２－４＞　部局別にみた札幌市の非常勤職員数　（2017年4月1日現在）

＜図表２－５＞　人数の多い職種別にみた仕事の内容とその人数（2017年４月１日現在）

出所：図表２－３に同じ。

出所：図表２－３に同じ。
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と
く
に
増
加
し
た
職
種
な
ど
が
あ
れ
ば
、
そ
の
背
景
（
施

策
の
変
更
）
と
合
わ
せ
て
回
答
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
現
業

職
員
の
見
直
し
に
伴
い
、
学
校
業
務
員
を
退
職
不
補
充
と

し
、
非
常
勤
職
員
（
校
務
助
手
）
に
振
替
を
行
っ
た
た
め

に
、
校
務
助
手
が
増
加
し
て
い
る
、
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

　

加
え
て
、
以
前
に
筆
者
の
理
解
が
十
分
で
な
か
っ
た
教

員
の
計
上
の
仕
方
を
あ
ら
た
め
て
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
義
務

教
育
諸
学
校
に
勤
務
す
る
教
員
は
道
費
負
担
職
員
で
あ
っ

た
た
め
計
上
し
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、
義
務
教
育
諸
学

校
以
外
に
勤
務
す
る
教
員
は
札
幌
市
費
負
担
職
員
で
あ
る

た
め
計
上
し
て
い
る
、
と
い
う
回
答
を
得
た
（
図
表
２

－

１
を
参
照
）。

　

な
お
第
三
に
、
二
〇
一
七
年
の
「
地
方
公
務
員
法
」
等

の
改
定
（
以
下
、
二
〇
一
七
年
法
改
定
）
を
う
け
た
制
度

の
変
更
構
想
案
に
つ
い
て
も
こ
の
と
き
に
尋
ね
た
が
、
そ

の
回
答
は
、
今
回
の
札
幌
市
労
連
か
ら
の
聞
き
取
り
調
査

結
果
に
代
え
る
。

会
の
勧
告
内
容
を
参
考
に
二
〇
一
五
年
度
か
ら
三
年
連
続

で
引
き
上
げ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
休
暇
・
休
業
制
度
に

つ
い
て
も
他
都
市
の
状
況
や
同
一
労
働
同
一
賃
金
の
観
点

等
か
ら
改
善
し
て
い
る
、
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

　

第
二
に
、
総
務
省
に
提
出
さ
れ
た
臨
時
・
非
常
勤
職
員

数
の
デ
ー
タ
（
二
〇
一
六
年
四
月
一
日
現
在
）
に
関
わ
っ

て
、増
減
の
あ
っ
た
職
種
に
つ
い
て
そ
の
理
由
を
尋
ね
た
。

３
．
札
幌
市
の
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
構
想
案

　

図
表
３

－

１
は
吉
田
（
二
〇
一
八
）
か
ら
の
転
載
で
、

法
改
定
に
伴
い
導
入
さ
れ
る
新
た
な
非
正
規
公
務
員
制
度

の
任
用
形
態
の
移
行
と
給
付
体
系
の
変
更
を
示
し
た
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
札
幌
市
の
会
計
年

度
任
用
職
員
制
度
の
構
想
案
を
み
て
い
こ
う
。

　

⑴　

札
幌
市
労
連
の
概
要
と
、
研
究
会
の
設
置
・
会
議

　
　

の
開
催

　

札
幌
市
に
お
け
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
協
議
は
、
札

幌
市
労
連
と
市
当
局
と
で
行
わ
れ
て
き
た
。

　

第
一
に
、
図
表
３

－

２
は
札
幌
市
労
連
等
の
組
織
図
で

あ
る
。
札
幌
市
労
連
は
合
計
で
約
一
万
二
〇
〇
〇
人
の
組

織
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、
人
数
が
最
も
多
く
、
か
つ
、

職
種
も
多
岐
に
わ
た
る
の
が
、
市
の
行
政
職
で
構
成
す
る

「
自
治
労
札
幌
市
役
所
職
員
組
合
」（
以
下
、市
職
）で
あ
る
。

　

非
正
規
職
員
が
多
く
働
い
て
い
る
の
が
「
市
職
」、「
札

幌
市
役
所
労
働
組
合
」（
以
下
、
市
労
）、「
市
立
札
幌
病

院
職
員
労
働
組
合
」（
以
下
、
病
職
労
）
の
三
つ
の
単
組

の
職
場
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
単
組
に
お
い
て
も
非
正
規
職

員
（
非
常
勤
職
員
）
が
組
織
さ
れ
て
お
り
、
単
組
に
は
部

会
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
順
に
、
非
常
勤
職
員
支
部
、
校

務
助
手
部
会
、
非
常
勤
職
員
部
会
と
い
う
名
称
で
あ
る
。

ま
た
、
図
表
３

－

２
に
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
三
つ

の
部
会
で
構
成
さ
れ
る
「
非
常
勤
連
絡
協
議
会
」
が
設
置

＜図表２－６＞　ランク別にみた、札幌市の非常勤職員の賃金額、人数、代
　　　　　　　　表的な職種例およびその人数（2017年4月1日現在）

＜図表２－７＞　
　職種別にみた臨時職員の賃金額

（2017年4月1日現在）

注１：この他、週あたりの勤務時間が短い、日額で給与計算を行っているなど、上記のランクに当てはま
らない職種が357人いる。

注２：年収換算は、月額を12倍して算出。
注３：2013年８月１日時点の賃金額は、川村（2014）より。
出所：図表２－３に同じ。

出所：図表２－３に同じ。



23 北海道自治研究 ２０１９年７月（Ｎo.606）

＜図表３－１＞　法改定に伴う任用形態の移行と給付体系の変更

（引用元）自治労総合労働局・総合公共民間局作成「地方公務員法、地方自治法改正の内容と臨時・非常勤等職員の処遇改善、

　　　　　組織化にむけた単組の取り組み課題」（2017年６月）
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の
課
題
で
あ
る
諸
手
当
に
つ
い
て
の
協
議
が
行
わ
れ
て
い

る
。

　

聞
き
取
り
に
よ
れ
ば
、
一
つ
に
は
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
総

務
省
か
ら
示
さ
れ
る
時
期
が
非
常
に
遅
れ
た
こ
と
や
、
国

か
ら
の
財
源
措
置
の
具
体
的
な
内
容
が
未
だ
に
（
本
調
査

時
点
で
も
）
示
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
労
使
で
の
協
議
に

も
支
障
が
出
た
。し
か
し
、国
の
動
き
が
遅
い
か
ら
と
い
っ

て
制
度
に
関
す
る
労
使
間
協
議
を
進
め
な
い
わ
け
に
も
い

か
ず
、
協
議
を
前
に
進
め
て
き
た
。
そ
れ
で
も
や
は
り
当

初
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
よ
り
も
遅
れ
が
生
じ
て
い
る
、
と
の
こ

と
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
に
は
、
各
単
組
で
ア
ン
ケ
ー
ト
や
聞
き
取
り

を
実
施
す
る
な
ど
、
当
事
者
の
声
を
協
議
に
反
映
さ
せ
る

よ
う
取
り
組
ん
で
き
た
こ
と
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
市
労
連
の
方
針
と
し
て
は
、
今
回
の
法
改
定

の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
新
た
な
非
正
規
公
務
員
制
度
で
あ
る

会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
で
は
、
現
状
よ
り
も
状
況
が
少

し
で
も
改
善
が
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
後
退
は
許
さ

れ
な
い
、
と
い
う
ス
タ
ン
ス
で
取
り
組
ん
で
き
た
。
当
局

と
も
そ
の
こ
と
は
研
究
会
の
発
足
の
時
点
か
ら
確
認
を
し

て
き
た
、
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

⑵　

制
度
・
任
用
の
変
更
点
な
ど

　

今
回
の
法
改
定
を
う
け
て
非
正
規
公
務
員
制
度
は
ど
う

変
わ
る
の
か
。
ま
た
札
幌
市
の
任
用
の
特
徴
で
あ
っ
た
、

空
白
期
間
や
勤
続
上
限
の
設
定
は
ど
う
な
る
の
か
を
尋
ね

た
。
冒
頭
で
述
べ
た
と
お
り
、
あ
く
ま
で
も
、
労
使
協
議

さ
れ
て
い
る
。
同
協
議
会
の
役
員
に
は
、
各
単
組
か
ら
選

出
さ
れ
た
幹
事
三
人
ず
つ
（
計
九
人
）
が
就
い
て
い
る
ほ

か
、
各
単
組
の
書
記
長
（
計
三
人
）
も
事
務
局
員
と
し
て

加
わ
っ
て
い
る
。

　

な
お
、
図
表
３

－

２
に
あ
る
「
公
サ
労
」
と
は
、
札
幌

市
の
非
常
勤
職
員
と
札
幌
市
の
出
資
団
体
等
で
働
く
労
働

者
で
構
成
さ
れ
た
団
体
で
あ
る
。公
務
員
の
非
正
規
化（
臨

時
・
非
常
勤
職
員
へ
の
置
き
換
え
、
民
営
化
等
）
が
進
む

な
か
で
求
め
ら
れ
て
い
る
組
織
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

第
二
に
、
二
〇
一
七
年
法
改
定
と
同
時
に
、
市
と
労
働

組
合
の
あ
い
だ
で
研
究
会
（
関
係
単
組
会
計
年
度
任
用
職

員
研
究
会
）
が
設
置
さ
れ
た
。
構
成
メ
ン
バ
ー
は
、
労
働

側
が
市
労
連
事
務
局
、
市
職
書
記
長
、
市
労
書
記
長
、
病

職
書
記
長
で
、
市
当
局
側
が
、
勤
労
課
長
以
下
、
担
当
職

員
で
あ
る
。

　

図
表
３

－

３
の
と
お
り
、
研
究
会
会
議
が
計
六
回
開
催

さ
れ
、
課
題
の
整
理
、
情
報
の
共
有
、
折
衝
な
ど
が
図
ら

れ
て
き
た
。
二
〇
一
八
年
八
月
一
〇
日
の
第
六
回
研
究
会

会
議
で
、
そ
れ
ま
で
の
議
論
経
過
を
踏
ま
え
て
確
認
で
き

た
課
題
や
今
後
の
検
討
事
項
な
ど
を
整
理
し
、そ
の
上
で
、

ス
テ
ー
ジ
は
団
体
交
渉
へ
と
移
行
し
た
。
団
体
交
渉
は
、

札
教
組
と
構
成
す
る
「
二
者
共
闘
会
議
」（
前
出
の
図
表

３

－

２
を
参
照
）
で
臨
ん
だ
。
幾
度
か
の
団
体
交
渉
と
事

務
折
衝
を
経
て
、
二
〇
一
八
年
一
二
月
に
は
新
制
度
に
関

す
る
大
綱
妥
結
が
図
ら
れ
た
（
個
別
の
単
組
レ
ベ
ル
で
は

交
渉
は
継
続
）。

　

な
お
、
こ
の
大
綱
妥
結
の
後
に
は
、
二
〇
一
九
年
一
月

に
第
七
回
目
の
研
究
会
会
議
が
開
催
さ
れ
て
、
積
み
残
し

に
基
づ
く
札
幌
市
労
連
側
の
認
識
を
筆
者
が
整
理
し
た
内

容
と
な
る
。

　

第
一
に
、
第
一
回
研
究
会
会
議
で
整
理
さ
れ
た
、
こ
の

非
正
規
公
務
員
問
題
に
関
す
る
札
幌
市
の
現
状
と
課
題
は

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
現
状
に
つ
い
て
は
、
非
常
勤
職
員
は
全
て
特

別
職
で
あ
り
、
労
働
者
性
の
高
い
職
が
多
い
こ
と
と
、
臨

時
的
任
用
職
員
は
正
職
員
の
欠
員
補
充
で
は
な
く
、
事
務

補
助
と
し
て
任
用
し
て
い
る
場
合
が
大
多
数
を
占
め
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
人
数
は
概
算
で
、
非
常
勤
職
員

が
約
二
三
〇
〇
人
、
臨
時
的
任
用
職
員
が
約
一
〇
〇
〇
人

と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
上
で
課
題
は
、
特
別
職
非
常

勤
・
臨
時
的
任
用
職
員
の
任
用
が
厳
格
化
さ
れ
る
こ
と
に

伴
い
、
任
用
等
の
変
更
が
必
要
で
あ
る
と
整
理
さ
れ
た
。

　

第
二
に
、
総
務
省
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
従
い
、
特
別
職
非
常

勤
職
員
と
臨
時
職
員
は
、
本
来
の
趣
旨
に
沿
っ
た
者
に
限

定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
に
は
、
特
別
職
非
常
勤

職
員
は
「
学
識
経
験
等
に
基
づ
き
、
助
言
・
調
査
等
を
行

う
者
」
に
限
ら
れ
、
臨
時
職
員
は
「
常
勤
職
員
に
欠
員
が

生
じ
た
場
合
」
に
限
定
さ
れ
る
。
そ
れ
以
外
は
、
全
員
が

会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
に
移
行
す
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど

は
パ
ー
ト
タ
イ
ム
職
員
が
想
定
さ
れ
て
い
る
、
と
の
こ
と

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
前
段
階
と
し
て
、
制
度
移
行

せ
ず
に
廃
止
に
な
っ
た
り
委
託
等
に
置
き
換
え
ら
れ
る
職

も
あ
る
。
こ
の
点
は
後
述
す
る
。

　

第
三
に
、
聞
き
取
り
に
よ
れ
ば
、
臨
時
職
員
は
、
現
状

で
は
ほ
と
ん
ど
が
半
年
雇
用
で
か
つ
仕
事
は
事
務
補
助
で

あ
る
。
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＜図表３－２＞　札幌市労連等の組織図

＜図表３－３＞　関係単組会計年度任用職員研究会での議論経過

出所：図表２－３に同じ。
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も
っ
と
も
、
免
職
は
検
討
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
い
っ
た
ん
雇
わ
れ
な
が
ら
も
そ
の
後
に
職
務
を
遂

行
す
る
能
力
に
欠
け
る
と
み
な
さ
れ
た
場
合
の
対
応
を
ど

う
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
た
だ
ち
に
免
職
を
行
う
こ
と
が
想
定
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な
く
、
上
司
と
の
面
談
（
現
時
点
で
も
課

長
と
の
面
談
が
年
に
二
回
行
わ
れ
て
い
る
）
を
通
じ
て
指

導
を
行
う
な
ど
、
免
職
回
避
の
措
置
を
と
っ
た
上
で
、
そ

れ
で
も
職
務
遂
行
能
力
に
欠
け
る
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に

は
、
免
職
と
い
う
手
続
き
を
と
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

免
職
と
な
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
再
度
の
応
募
は
可
能

な
仕
組
み
と
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

　

組
合
の
受
け
止
め
と
し
て
も
、
人
事
評
価
と
い
う
仕
組

み
は
、
免
職
を
推
進
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
当
事

者
の
仕
事
ぶ
り
に
支
障
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
改
善
を
図

る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　

な
お
、
こ
の
免
職
の
仕
組
み
と
、
勤
務
可
能
な
年
齢
の

上
限
を
ど
こ
に
設
定
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
現
時
点
で

の
労
使
間
で
の
検
討
課
題
に
な
っ
て
い
る
。

　

関
係
す
る
周
辺
の
動
き
に
つ
い
て
、
以
下
に
二
点
を
補

足
す
る
。

　

第
一
に
、
任
期
付
職
員
制
度
が
採
用
さ
れ
て
い
る
自
治

体
も
あ
る
。
同
制
度
は
札
幌
市
で
は
導
入
は
予
定
さ
れ
て

い
な
い
か
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
回
答
は
、
否
で
あ
っ
た
。

想
定
さ
れ
る
の
は
、
例
え
ば
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
な
ど
期
間
が

限
ら
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
が
、
現
時
点
で
は
当
局
か

ら
提
案
は
さ
れ
て
い
な
い
し
、
労
働
組
合
側
も
求
め
て
い

な
い
、
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

　

こ
の
間
、
事
務
補
助
職
員
が
今
後
も
必
要
か
ど
う
か
の

点
検
を
各
職
場
に
行
っ
て
も
ら
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
点
検
結
果
の
集
約
を
行
う
段
階
で
あ
り
、
そ
こ

で
の
判
断
に
基
づ
き
、
廃
止
を
し
た
り
、
い
く
つ
か
の
現

場
で
職
を
集
約
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
正
職
員
へ
の
置
き

換
え
な
ど
が
行
わ
れ
る
予
定
で
あ
る
、と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
た
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
今
後
雇
う
臨
時
職
員
は
、

正
職
の
代
替
に
限
定
さ
れ
る
。
資
格
を
要
す
る
職
が
想
定

さ
れ
る
。
職
場
で
生
じ
た
欠
員
に
対
し
て
、
期
間
限
定
で

即
戦
力
と
し
て
働
い
て
も
ら
う
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
た

だ
し
、
賃
金
が
今
ま
で
と
同
じ
よ
う
な
状
況
で
あ
れ
ば
応

募
は
見
込
め
な
い
の
で
、
同
じ
仕
事
で
あ
れ
ば
同
じ
待
遇

を
実
現
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
い
う
均
等
待
遇
で
、
即

戦
力
を
、
短
期
間
雇
う
と
い
う
の
が
、
今
後
の
臨
時
職
員

の
姿
に
な
る
、
と
労
使
で
認
識
が
共
有
さ
れ
て
い
る
。

　

第
四
に
、
会
計
年
度
任
用
職
員
に
移
行
し
た
採
用
容
易

職
の
勤
続
上
限
は
廃
止
に
な
る
。
同
じ
く
会
計
年
度
任
用

職
員
に
移
行
し
た
臨
時
職
員
の
空
白
期
間
も
廃
止
さ
れ
る
。

　

も
っ
と
も
、
そ
う
な
っ
た
場
合
の
、
職
の
固
定
化
や
そ

れ
に
伴
う
人
件
費
の
増
加
に
対
す
る
懸
念
が
労
使
協
議
の

な
か
で
示
さ
れ
た
。
そ
こ
で
現
状
で
は
、
再
度
の
任
用
に

係
る
人
事
評
価
制
度
を
構
築
し
、
適
切
に
運
用
す
る
こ
と

が
想
定
さ
れ
て
い
る
、
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

聞
き
取
り
に
よ
れ
ば
ま
ず
、
人
事
評
価
は
正
職
員
に
準

ず
る
と
い
う
か
た
ち
が
と
ら
れ
る
一
方
で
、
正
職
員
と
同

様
の
措
置
、
例
え
ば
、
昇
給
が
停
止
さ
れ
た
り
一
時
金
が

支
給
さ
れ
な
か
っ
た
り
な
ど
の
措
置
は
と
ら
れ
な
い
の
で

は
な
い
か
と
組
合
側
で
は
予
測
さ
れ
て
い
る
。

　

第
二
に
、「
職
の
整
理
」
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
非
正
規
公
務
員
問
題
の
改
善
の
一
方
で
、
直
営
か

ら
民
営
化
・
民
間
委
託
（
以
下
、
民
営
化
等
）
の
動
き
が

全
国
的
に
強
ま
っ
て
い
る
印
象
を
筆
者
は
も
っ
て
い
る
。

包
括
的
民
間
委
託
な
ど
が
検
討
・
導
入
さ
れ
た
自
治
体
も

あ
る
。
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
導
入
と
並
行
し
て
こ

う
し
た
動
き
は
札
幌
市
で
は
な
い
か
を
尋
ね
た
。

　

市
労
連
か
ら
の
回
答
は
、
民
営
化
の
議
論
は
、
今
後
可

能
性
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
時
点
で
具
体
的
な
提

案
な
ど
は
さ
れ
て
い
な
い
。
組
合
側
の
認
識
で
は
、
そ
も

そ
も
札
幌
市
は
、
指
定
都
市
の
な
か
で
も
職
員
数
の
少
な

い
自
治
体
で
あ
る
。交
通
局
に
お
け
る
バ
ス
事
業
の
廃
止
、

環
境
局
の
ご
み
収
集
事
業
の
民
営
化
部
分
の
拡
大
（
直
営

部
分
の
縮
小
）
な
ど
で
人
員
は
減
ら
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ

以
上
の
民
営
化
を
今
す
ぐ
に
、
と
い
う
話
に
は
な
ら
な
い

と
考
え
て
い
る
。

　

な
お
、
図
表
３

－

４
と
図
表
３

－

５
は
市
労
連
の
こ
の

見
解
を
う
け
て
筆
者
が
ま
と
め
た
も
の
で
、
前
者
は
、
札

幌
市
に
お
け
る
正
職
員
数
の
推
移
（
二
〇
〇
五
～
二
〇
一

八
年
）
で
、
後
者
は
、
指
定
都
市
の
人
口
数
あ
た
り
の
職

員
数
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

前
者
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
五
年
に
一
万
五
五
九
六
人
で

あ
っ
た
職
員
数
は
二
〇
一
六
年
に
は
一
万
四
四
二
五
人
と

一
一
七
一
人
も
減
少
し
て
い
る
（
表
の
注
釈
の
と
お
り
、

「
教
育
」
の
数
が
連
続
し
て
い
な
い
。「
教
育
」
を
除
く
合

計
人
数
を
備
考
に
示
し
た
）。
ま
た
後
者
に
よ
れ
ば
、
札

幌
市
の
人
口
一
万
人
当
た
り
職
員
数
は
七
三
・
七
六
人
で
、

指
定
都
市
の
総
職
員
数
と
総
人
口
数
で
計
算
し
た
値
（
八
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＜図表３－４＞　部門別にみた札幌市における正職員数の推移（2005～2018年）

＜図表３－５＞　部門別にみた指定都市における職員数および人口１万人当たり職員数（2015年）

注：2017年４月１日より県費負担教職員の給与負担等の委譲が行われたことにともない、「教育」の数値は連続してい

ないことに留意。

出所：総務省「地方公共団体定員管理調査」より作成。
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す
る
。

　

第
二
の
点
、
す
な
わ
ち
新
し
い
賃
金
制
度
案
に
つ
い
て

は
、
当
初
三
つ
の
案
が
提
示
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
の
考
え
方
も
一
長
一
短
が
あ
っ
た
こ
と
、
加
え

て
、現
行
の
七
ラ
ン
ク
制
に
も
問
題
点
が
あ
っ
た
こ
と（
例

え
ば
、
職
務
の
内
容
と
報
酬
が
リ
ン
ク
し
て
い
な
い
、
と

い
う
問
題
点
が
現
場
か
ら
は
指
摘
さ
れ
て
い
た
こ
と
）、

そ
し
て
、
現
場
の
組
合
員
か
ら
聴
取
し
た
意
見
な
ど
に
基

づ
き
、
総
合
的
な
判
断
で
、
給
料
表
へ
の
移
行
案
が
採
用

さ
れ
た
。

　

行
政
職
一
級
パ
ー
ト
タ
イ
ム
は
、
大
卒
初
任
給
に
該
当

す
る
一
級
二
九
号
俸
の
金
額
か
ら
、
行
政
職
二
級
パ
ー
ト

タ
イ
ム
は
二
級
二
一
号
俸
の
金
額
か
ら
の
ス
タ
ー
ト
と
な

る
。

　

第
三
の
点
に
つ
い
て
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
型
の
会
計
年

度
任
用
職
員
制
度
に
対
し
て
も
年
間
で
二
・
六
か
月
分
の

一
時
金
を
支
給
す
る
こ
と
で
大
綱
妥
結
し
た
。
二
・
六
か

月
と
は
、国
家
公
務
員
と
同
じ
支
給
率
で
、総
務
省
マ
ニ
ュ

ア
ル
に
記
載
さ
れ
て
い
た
数
値
で
も
あ
る
。

　

イ　

採
用
困
難
職
の
賃
金
制
度
移
行
・
激
変
緩
和
措
置

　
　

の
具
体
的
な
内
容

　

第
四
の
、
第
二
種
非
常
勤
職
員
の
採
用
困
難
職
が
複
雑

な
制
度
移
行
を
遂
げ
る
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
過

去
の
経
緯
に
よ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
非
常
勤
職
員
に
一
時
金
を
支
給
す
る
こ
と

が
不
適
切
で
あ
る
と
い
う
司
法
判
断
や
総
務
省
か
ら
の
通

知
を
う
け
て
、
札
幌
市
で
も
、
採
用
困
難
職
に
支
給
さ
れ

五
・
四
七
人
）
よ
り
も
低
く
、
下
位
の
グ
ル
ー
プ
に
位
置

し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

⑶　

賃
金
・
処
遇

　

ア　

年
収
レ
ベ
ル
で
は
賃
金
は
下
が
ら
ず
、
一
時
金
の

　
　

支
給
と
給
料
表
へ
の
位
置
づ
け
が
想
定

　

今
次
の
二
〇
一
七
年
法
改
定
の
趣
旨
に
従
い
、
会
計
年

度
任
用
職
員
制
度
の
移
行
で
賃
金
・
処
遇
は
改
善
す
る
と

い
う
こ
と
が
、
労
使
交
渉
（
研
究
会
で
の
協
議
を
含
む
）

に
の
ぞ
む
に
あ
た
っ
て
、
労
働
組
合
側
に
と
っ
て
の
大
前

提
で
あ
っ
た
。
賃
金
・
処
遇
は
新
制
度
で
ど
う
な
る
の
か
。

二
〇
一
八
年
一
二
月
に
大
綱
妥
結
さ
れ
た
、
現
時
点
で
の

制
度
案
を
整
理
す
る
。

　

要
点
を
先
に
ま
と
め
る
と
、
第
一
に
、
原
則
と
し
て
、

制
度
移
行
で
年
収
が
下
が
る
も
の
は
い
な
い（
６
）。
後
で
述
べ

る
と
お
り
、
月
額
報
酬
で
は
下
が
る
も
の
は
い
る
。

　

第
二
に
、
七
ラ
ン
ク
に
分
か
れ
て
い
た
報
酬
表
は
二
種

類
の
給
料
表
に
移
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。具
体
的
に
は
、

現
行
の
ラ
ン
ク
一
～
三
の
報
酬
表
は
新
給
料
表
二
級
に
、

現
行
の
ラ
ン
ク
四
～
七
の
報
酬
表
は
新
給
料
表
一
級
に
、

そ
れ
ぞ
れ
、
移
行
・
集
約
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

第
三
に
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
型
の
会
計
年
度
任
用
職
員
に

つ
い
て
も
年
間
で
二
・
六
か
月
分
の
一
時
金
が
支
給
さ
れ

る
。

　

第
四
に
、
過
去
の
経
緯
を
う
け
て
現
行
の
第
二
種
非
常

勤
職
員
（
採
用
困
難
職
）
に
つ
い
て
は
、
複
雑
な
制
度
移

行
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
る
。
第
二
の
点
以
下
を
順
に
説
明

て
い
た
一
時
金
（
札
幌
市
で
は
「
加
給
金
」
と
呼
称
）
は
、

二
〇
一
〇
年
四
月
（
二
〇
一
〇
年
度
）
か
ら
は
基
本
給
に

上
乗
せ
し
て
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た（
７
）。
今
回
の
一
時

金
（
二
・
六
か
月
分
）
の
支
給
に
と
も
な
い
そ
の
分
は
基

本
給
の
外
に
再
び
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
経
験
年
数
の
長
い
者
ほ
ど
基
本

給
は
大
き
く
減
少
し
損
害
を
被
る
事
態
の
発
生
が
懸
念
さ

れ
る
。
そ
こ
で
激
変
緩
和
措
置
が
ほ
ど
こ
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
こ
の
点
を
組
合
員
に
説
明
し
納
得
を
し
て
も
ら

う
の
が
最
も
労
力
を
費
や
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　

激
変
緩
和
措
置
の
具
体
的
な
内
容
は
、
期
末
手
当
二
・

六
か
月
分
の
支
給
ま
で
に
五
年
と
い
う
時
間
を
か
け
る
。

そ
の
間
に
、報
酬
月
額
は
時
間
を
か
け
て
削
減
し
て
い
く
。

　

①　

新
規
採
用
者
や
採
用
容
易
職
が
新
制
度
に
移
行
す

　
　

る
場
合

　

ま
ず
そ
の
前
に
、
新
規
で
採
用
さ
れ
る
場
合
や
勤
続
に

三
年
と
い
う
上
限
が
設
け
ら
れ
て
い
る
採
用
容
易
職
に
つ

い
て
先
に
説
明
を
し
て
お
く
。

　

こ
れ
ら
の
ケ
ー
ス
で
は
新
制
度
の
内
容
は
シ
ン
プ
ル

で
、
彼
ら
は
「
本
則
」
に
配
置
さ
れ
、
期
末
手
当
も
、
年

間
二
・
六
か
月
分
が
勤
務
一
年
目
か
ら
支
給
さ
れ
る
（
正

確
に
は
、
現
行
制
度
か
ら
引
き
続
き
任
用
さ
れ
た
う
ち
、

一
定
の
在
職
期
間
が
あ
る
者
に
つ
い
て
は
二
・
六
か
月
分

の
支
給
で
あ
る
が
、
新
規
採
用
で
勤
続
の
短
い
者
は
そ
の

限
り
で
は
な
い
）。
ま
た
、
毎
年
一
号
俸
の
昇
給
が
あ
る
。

　

た
だ
し
、
昇
給
に
は
上
限
が
あ
る
。
こ
れ
は
採
用
困
難

職
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
行
政
職
は
一
級
で
も
二
級
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の
で
あ
る
と
組
合
側
で
は
評
価
し
て
い
る
。

　

ウ　

賃
金
・
処
遇
に
関
す
る
積
み
残
し
の
課
題

　

第
五
に
、
賃
金
・
処
遇
に
関
し
て
は
、
諸
手
当
の
支
給

に
つ
い
て
な
お
積
み
残
し
の
課
題
が
あ
る
。
端
的
に
言
え

ば
、
こ
れ
ま
で
支
給
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
、

支
給
が
予
定
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
諸
手
当
の
支
給
を
新
制

度
下
で
ど
う
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
結
論
か

ら
言
え
ば
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
総
務
省
マ
ニ
ュ
ア
ル
に

基
づ
き
な
が
ら
整
理
が
さ
れ
て
い
く
予
定
で
あ
る
こ
と
が

事
務
折
衝
レ
ベ
ル
で
示
さ
れ
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
、「
フ
ル
タ
イ
ム
に
つ
い
て
は
国
の
マ
ニ
ュ

ア
ル
に
従
い
、
通
勤
手
当
、
地
域
手
当
、
特
殊
勤
務
手
当
、

時
間
外
勤
務
手
当
、
宿
日
直
手
当
、
休
日
勤
務
手
当
、
夜

間
勤
務
手
当
、
期
末
手
当
、
退
職
手
当
」
を
、「
パ
ー
ト

タ
イ
ム
に
つ
い
て
は
、
期
末
手
当
の
ほ
か
、
費
用
弁
償
と

し
て
通
勤
手
当
に
相
当
す
る
額
を
、
追
加
の
報
酬
と
し
て

地
域
手
当
、
特
殊
勤
務
手
当
、
時
間
外
勤
務
手
当
、
宿
日

直
手
当
、
休
日
勤
務
手
当
、
夜
間
勤
務
手
当
に
相
当
す
る

額
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
支
給
し
た
い
と
い
う
旨
が
提
示
さ
れ

て
い
る
（
札
幌
市
労
連
機
関
紙
第
一
八
号
、
二
〇
一
八
年

一
二
月
二
七
日
発
行
）。

　

市
労
連
か
ら
の
聞
き
取
り
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
、
時
間
外

勤
務
手
当
が
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
前
進
で
あ

る
。

　

現
状
で
は
、
勤
務
終
了
時
刻
と
な
っ
て
も
、
来
客
（
市

民
）
が
窓
口
に
い
れ
ば
対
応
を
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
時
間
外
労
働
分
は
、「
代
休
」

で
も
そ
れ
ぞ
れ
八
号
俸
、
現
業
職
一
級
で
は
一
一
号
俸
で

頭
打
ち
と
な
る
。

　

②　

採
用
困
難
職
が
移
行
す
る
場
合

　

そ
れ
に
対
し
て
す
で
に
札
幌
市
で
任
用
さ
れ
働
い
て
い

る
採
用
困
難
職
の
場
合
に
は
、
二
〇
二
〇
年
四
月
の
移
行

後
一
年
目
は
、
期
末
手
当
は
〇
・
五
か
月
分
が
支
給
さ
れ
、

そ
の
後
、
二
年
目
は
一
・
〇
か
月
分
が
、
三
年
目
は
一
・

五
か
月
分
が
、
四
年
目
は
二
・
〇
か
月
分
が
支
給
さ
れ
、

そ
し
て
五
年
目
に
二
・
六
か
月
分
が
完
全
支
給
さ
れ
、
本

則
に
移
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
報
酬
月
額
は
、
激
変
緩
和

措
置
を
う
け
な
が
ら
毎
年
漸
減
し
て
い
く
。

　

移
行
の
際
に
現
役
労
働
者
が
ど
こ
の
号
俸
に
位
置
づ
け

ら
れ
る
か
は
、支
給
さ
れ
て
い
る
賃
金
水
準
（
経
験
年
数
）

に
よ
っ
て
も
異
な
る
。「
現
行
の
報
酬
月
額
に
一
二
を
乗

じ
た
額
と
、
新
給
料
表
案
の
各
号
俸
に
一
四
・
六
を
乗
じ

た
額
を
比
較
し
、
直
近
上
位
と
な
る
号
俸
へ
切
り
替
わ
る

こ
と
」
で
妥
結
さ
れ
て
い
る
。

　

経
験
年
数
が
長
く
、
か
つ
、
高
い
ラ
ン
ク
（
例
え
ば
ラ

ン
ク
一
、
ラ
ン
ク
四
）
か
ら
新
制
度
に
移
行
す
る
職
員
の

場
合
に
は
、
そ
の
後
の
昇
給
幅
に
あ
ま
り
余
地
の
な
い
こ

と
が
予
想
さ
れ
る
。
一
方
で
、
低
い
ラ
ン
ク
（
例
え
ば
ラ

ン
ク
三
、
ラ
ン
ク
六
、
ラ
ン
ク
七
な
ど
）
か
ら
移
行
す
る

場
合
に
は
、
昇
給
幅
に
余
裕
が
あ
る
。

　

補
足
を
す
る
と
、
こ
の
新
し
い
給
与
制
度
の
設
計
を
含

む
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
導
入
に
あ
た
っ
て
、
札
幌

市
で
は
、
係
長
職
を
一
名
体
制
か
ら
一
人
増
員
が
図
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
問
題
に
対
す
る
札
幌
市
の
姿
勢
を
示
す
も

の
取
得
で
対
応
を
さ
せ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
点

で
時
間
外
勤
務
手
当
の
支
給
は
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
。

　

な
お
、
恒
常
的
な
時
間
外
労
働
が
発
生
し
て
い
る
職
・

職
場
が
も
し
あ
る
場
合
に
は
、
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任

用
職
員
の
配
置
も
検
討
の
対
象
と
な
る
。

　

エ　

そ
の
他
の
決
定
事
項
な
ら
び
に
交
渉
事
項
―
―
新

　
　

制
度
移
行
時
の
試
験
の
有
無
、
勤
務
時
間
、
休
暇
制

　
　

度

　

札
幌
市
で
は
第
一
に
、
現
在
非
常
勤
職
員
と
し
て
働
い

て
い
る
者
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
へ
移
行
す
る
際

に
は
、
原
則
と
し
て
公
募
を
経
る
必
要
が
あ
る
が
、
年
度

を
ま
た
い
で
働
い
て
い
る
も
の
に
関
し
て
は
、
そ
の
限
り

で
は
な
い
、
と
整
理
さ
れ
た
（
六
五
歳
ま
で
の
雇
用
が
保

障
さ
れ
て
い
た
採
用
困
難
職
は
後
者
に
該
当
す
る
）。
市

労
連
の
認
識
で
は
、こ
の
点
も
労
働
組
合
の
成
果
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
現
役
の
職
員
の
能
力
は
す
で
に
実
証
済
み
で

あ
っ
て
、
あ
え
て
試
験
を
課
す
必
要
は
な
い
と
い
う
の
が

市
労
連
の
考
え
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
勤
務
時
間
は
週
二
九
時
間
制
か
ら
週
三
〇
時

間
制
に
移
行
す
る
。

　

聞
き
取
り
に
よ
れ
ば
、
こ
の
点
は
現
場
か
ら
の
強
い
要

望
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
要
望
の
背
景
に
は
次
の
よ
う
な

こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
週
三
〇
時
間
（
正
職
員
の
四

分
の
三
以
上
）
の
勤
務
に
な
れ
ば
、
札
幌
市
で
働
い
て
い

た
こ
と
が
公
的
に
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
で
、
札
幌
市

の
社
会
人
枠
で
試
験
を
受
け
ら
れ
る
な
ど
就
職
活
動
や
採

用
で
有
利
に
な
っ
た
り
、
市
の
職
員
に
な
っ
た
際
に
は
前
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一
方
で
、
改
善
す
べ
き
い
く
つ
も
の
課
題
が
あ
る
。
川

村
（
二
〇
一
八
）
の
ま
と
め
部
分
と
も
重
複
す
る
が
、
短

期
的
、
中
長
期
的
な
視
点
で
分
類
し
な
が
ら
以
下
に
整
理

す
る
。

　

第
一
に
、
雇
用
の
安
定
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
、
一
つ

に
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
名
称
の
と
お
り
、
雇

用
（
任
用
）
は
、
会
計
年
度
を
単
位
と
す
る
有
期
雇
用
で

あ
る
こ
と
、
ま
た
、
民
間
の
雇
用
安
定
化
策
に
比
べ
て
も

逆
行
す
る
毎
年
の
試
用
期
間
が
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。

　

札
幌
市
で
は
短
期
的
に
は
、
今
後
導
入
さ
れ
る
人
事
評

価
制
度
下
で
雇
用
不
安
が
発
生
し
な
い
よ
う
、
評
価
制
度

の
基
準
・
運
用
を
改
善
し
た
り
、
免
職
に
対
す
る
労
働
者

側
か
ら
の
異
議
申
し
立
て
の
制
度
背
計
が
必
要
で
は
な
い

か
。
な
お
勤
続
年
数
に
上
限
が
設
け
ら
れ
た
（
ま
ま
の
）

自
治
体
で
は
そ
の
撤
廃
が
最
優
先
の
課
題
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
労
働
基
本
権
の
制
約
問
題
で
あ
る
。
今
回
の

制
度
移
行
に
よ
っ
て
、
学
識
経
験
等
に
基
づ
き
助
言
・
調

査
等
を
行
う
者
を
除
き
、現
行
の
特
別
職
非
常
勤
職
員
は
、

一
般
職
で
あ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
に
移
行
す
る
。
そ
れ

に
伴
い
、労
働
基
本
権
に
は
制
約
が
か
か
る
こ
と
に
な
る
。

賃
金
・
処
遇
と
労
働
基
本
権
を
交
換
条
件
と
す
る
考
え
方

に
筆
者
は
賛
同
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
相
対
的
な
高
処

遇
と
引
き
替
え
に
労
働
基
本
権
が
制
約
さ
れ
る
と
説
明
さ

れ
る
正
規
職
員
に
対
し
て
、
非
正
規
職
員
の
場
合
に
は
、

低
い
賃
金
・
処
遇
で
あ
り
な
が
ら
労
働
基
本
権
が
制
約
さ

れ
て
い
る
。
身
分
保
障
が
な
く
、
民
間
に
存
在
す
る
解
雇

権
濫
用
法
理
の
類
推
適
用
の
対
象
外
で
も
あ
る
。
こ
の
矛

歴
分
と
し
て
賃
金
に
換
算
さ
れ
る
な
ど
、
賃
金
面
で
も
有

利
に
な
る
。
加
え
て
安
全
衛
生
の
分
野
で
も
、
週
三
〇
時

間
（
正
職
員
の
四
分
の
三
）
以
上
の
労
働
時
間
の
場
合
に

は
、
雇
い
入
れ
時
の
健
康
診
断
の
実
施
が
事
業
者
の
義
務

と
な
る
こ
と
も
利
点
で
あ
る
、
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
休
暇
制
度
で
あ
る
。
札
幌
市
で
は
、
休
暇
制

度
が
よ
そ
の
自
治
体
に
比
べ
て
休
暇
制
度
は
整
備
さ
れ
て

き
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
今
回
の
会
計
年
度
任
用
職
員

制
度
へ
の
移
行
で
、
現
行
の
水
準
を
下
回
る
こ
と
の
な
い

よ
う
労
働
組
合
は
強
く
要
求
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

４
．
ま
と
め
に
代
え
て

　

過
去
の
調
査
と
、
札
幌
市
労
連
へ
の
聞
き
取
り
調
査
結

果
に
基
づ
き
、
札
幌
市
の
臨
時
・
非
常
勤
職
員
制
度
の
現

状
と
、
会
計
年
度
職
員
制
度
の
現
時
点
で
の
構
想
案
を
み

て
き
た
。

　

第
二
種
非
常
勤
職
員
（
採
用
容
易
職
）
の
勤
続
上
限
年

数
や
臨
時
的
任
用
職
員
の
空
白
期
間
が
解
消
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
点
は
評
価
で
き
る
。
ま
た
、
賃
金
・
処
遇
が
改

善
さ
れ
た
こ
と
―
―
具
体
的
に
は
、
採
用
容
易
職
を
含
め

全
て
の
会
計
年
度
任
用
職
員
に
一
時
金
が
支
給
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
、
同
じ
く
全
て
の
会
計
年
度
任
用
職
員

制
度
が
給
料
表
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
昇
給
制
度
が
設
け
ら

れ
た
こ
と
、
正
職
員
の
欠
員
代
替
が
原
則
と
な
る
新
た
な

臨
時
的
任
用
職
員
制
度
で
は
、
同
一
労
働
同
一
賃
金
原
則

へ
の
接
近
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
な
ど
も
、
評
価
し
う
る
こ

と
だ
ろ
う
。

盾
へ
の
対
応
が
求
め
ら
れ
る
。

　

第
三
に
、
賃
金
・
処
遇
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
こ
と

が
検
討
す
べ
き
課
題
で
は
な
い
か
。
一
つ
に
は
、
最
低
生

計
費
に
基
づ
く
賃
金
水
準
は
保
障
さ
れ
て
い
る
か
。
二
つ

に
は
、新
制
度
で
は
二
種
類
の
給
料
表
に
整
理
さ
れ
た
が
、

職
務
の
内
容
は
適
切
に
反
映
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
、
職

務
分
析
に
基
づ
く
賃
金
の
設
定
は
必
要
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
つ
に
は
、
現
時
点
の
構
想
で
は
昇
給
が
頭
打
ち
と
な
っ

て
お
り
、
こ
の
点
の
さ
ら
な
る
制
度
改
正
が
必
要
で
は
な

い
か
。
四
つ
に
は
、
現
行
制
度
で
は
勤
務
時
間
数
に
よ
っ

て
例
え
ば
手
当
の
支
給
に
差
を
設
け
る
こ
と
が
容
認
さ
れ

た
が
、
そ
れ
は
問
題
で
あ
ろ
う
。
正
職
員
と
の
間
の
均
等

な
待
遇
の
実
現
が
課
題
で
あ
る
。

【
謝
辞
】

　

本
校
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
札
幌
市
労
連
な
ら
び
に
札
幌
市

総
務
局
職
員
部
勤
労
課
の
み
な
さ
ん
に
、
内
容
の
事
実
確
認
な
ど

で
大
変
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
記
し
て
深
く
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。
た
だ
し
、
本
稿
に
残
り
う
る
一
切
の
誤
り
は
筆
者
の
責
任

で
す
。

【
注
】

（
１
）　

総
務
省
自
治
行
政
局
公
務
員
部
で
は
、『
会
計
年
度
任

用
職
員
制
度
の
導
入
等
に
向
け
た
事
務
処
理
マ
ニ
ュ
ア

ル
』
を
、
第
一
版
は
二
〇
一
七
年
八
月
に
、
第
二
版
は
二

〇
一
八
年
一
〇
月
に
、そ
れ
ぞ
れ
発
行
し
て
い
る
（
以
下
、

総
務
省
マ
ニ
ュ
ア
ル
第
一
版
、
第
二
版
）。
多
く
の
自
治

体
で
は
こ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
従
い
制
度
の
検
討
が
行
わ
れ
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て
い
る
こ
と
が
提
示
さ
れ
た
。
②
司
法
レ
ベ
ル
で
も
、
大

阪
府
枚
方
市
な
ど
で
非
常
勤
職
員
に
対
す
る
特
別
報
酬
の

支
給
に
は
条
例
上
の
根
拠
が
な
く
違
法
な
支
出
で
あ
る
、

と
の
判
決
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
市
当
局

か
ら
の
こ
う
し
た
提
起
を
う
け
て
、
夏
季
春
季
の
通
常
交

渉
と
並
行
し
て
こ
の
点
に
つ
い
て
の
議
論
を
行
い
、
二
〇

一
〇
年
四
月
か
ら
加
給
金
を
月
額
報
酬
に
配
分
し
た
と
の

こ
と
で
あ
る
。

【
参
考
文
献
】

・　

川
村
雅
則
（
二
〇
一
四
）「
札
幌
市
に
お
け
る
臨
時
・
非

常
勤
職
員
の
任
用
―
―
札
幌
市
か
ら
の
聞
き
取
り
と
提
供
資

料
に
も
と
づ
き
」（『
北
海
道
自
治
研
究
』
第
五
五
〇
号
所
収
）

公
益
社
団
法
人
北
海
道
地
方
自
治
研
究
所
、
二
〇
一
四
年
一

一
月

・　

川
村
雅
則
（
二
〇
一
八
）「
官
製
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
（
Ⅷ
）

総
務
省
「
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
準
備
状
況
に
関
す
る

調
査
」
に
み
る
、
北
海
道
及
び
道
内
自
治
体
等
に
お
け
る
臨

時
・
非
常
勤
職
員
の
任
用
状
況
等
」（『
北
海
学
園
大
学
経
済

論
集
』
第
六
六
巻
第
三
号
所
収
）
二
〇
一
八
年
一
二
月

・　

上
林
陽
治
（
二
〇
一
二
）『
非
正
規
公
務
員
』
日
本
評
論

社
・　

上
林
陽
治
（
二
〇
一
五
）『
非
正
規
公
務
員
の
現
在
―
―

深
化
す
る
格
差
』
日
本
評
論
社

・　

上
林
陽
治
（
二
〇
一
七
ａ
）「
欺
瞞
の
地
方
公
務
員
法
・

地
方
自
治
法
改
正（
上
）―
―
総
務
省「
地
方
公
務
員
の
臨
時
・

非
常
勤
職
員
及
び
任
期
付
職
員
の
任
用
等
の
在
り
方
に
関
す

る
研
究
会
報
告
書
」（
平
成
二
八
年
一
二
月
二
七
日
）
読
解
」

て
い
る
。

（
２
）　

こ
の
点
は
、
公
契
約
条
例
の
制
定
に
取
り
組
む
な
か
で

発
見
し
た
こ
と
で
あ
る
。

（
３
）　

公
益
社
団
法
人 

北
海
道
地
方
自
治
研
究
所 

非
正
規
公

務
労
働
問
題
研
究
会
で
、
同
研
究
所
研
究
員
の
正
木
浩
司

氏
と
調
査
・
研
究
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
今
回
の
札

幌
市
労
連
か
ら
の
聞
き
取
り
調
査
も
正
木
氏
と
行
っ
た
。

（
４
）　

要
綱
で
は
「
採
用
困
難
職
の
職
員
の
任
用
は
、
六
〇
歳

に
達
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
を
限
度
と
す
る
。」

と
な
っ
て
い
る
が
、年
金
支
給
年
齢
の
引
き
上
げ
に
伴
い
、

二
〇
一
四
年
度
か
ら
、
全
て
の
採
用
困
難
職
の
任
用
の
限

度
が
変
更
さ
れ
た
。

（
５
）　

臨
時
職
員
の
内
部
で
「
事
務
」
が
増
加
し
「
技
術
」
が

減
少
し
て
い
る
が
、
集
計
の
方
法
が
変
わ
っ
た
こ
と
に
よ

る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
こ
と
で
あ
る
。

（
６
）  

「
原
則
と
し
て
」
と
書
い
た
の
は
、
採
用
困
難
職
で
年

収
が
下
が
る
も
の
は
な
い
が
、
採
用
容
易
職
で
は
、
配
置

さ
れ
て
い
た
ラ
ン
ク
に
よ
っ
て
は
下
が
る
場
合
が
あ
る
た

め
で
あ
る
。

（
７
）　

当
時
、
労
使
で
ど
の
よ
う
な
議
論
が
あ
っ
た
の
か
を
札

幌
市
労
連
か
ら
教
え
て
い
た
だ
い
た
。
当
時
の
議
事
録
に

よ
れ
ば
、
二
〇
〇
九
年
四
月
に
市
当
局
か
ら
組
合
に
こ
の

問
題
に
関
す
る
提
示
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
①
二
〇
〇

九
年
一
月
に
「
地
方
公
務
員
の
短
時
間
勤
務
の
在
り
方
に

関
す
る
研
究
会
」
が
取
り
ま
と
め
た
報
告
書
に
、
一
時
金

等
の
支
給
は
制
度
の
趣
旨
に
反
す
る
た
め
行
う
べ
き
で
は

な
い
、
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
総
務

省
か
ら
の
通
知
で
も
、
手
当
の
支
給
は
で
き
な
い
と
さ
れ

（『
自
治
総
研
』
第
四
六
三
号
所
収
）
公
益
財
団
法
人
地
方
自

治
総
合
研
究
所
、
二
〇
一
七
年
五
月

・　

上
林
陽
治
（
二
〇
一
七
ｂ
）「
欺
瞞
の
地
方
公
務
員
法
・

地
方
自
治
法
改
正
（
下
）
―
―
官
製
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
の
法

定
化
」（『
自
治
総
研
』
第
四
六
五
号
所
収
）
同
、
二
〇
一
七

年
七
月

・　

早
川
征
一
郎
、
松
尾
孝
一
（
二
〇
一
二
）『
国
・
地
方
自

治
体
の
非
正
規
職
員
』
旬
報
社

・　

吉
田
雅
人
（
二
〇
一
八
）「
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の

概
要
と
自
治
体
の
課
題
」（『
北
海
道
自
治
研
究
』
第
五
九
四

号
所
収
）
公
益
社
団
法
人
北
海
道
地
方
自
治
研
究
所
、
二
〇

一
八
年
七
月

＜

か
わ
む
ら　

ま
さ
の
り
・
北
海
学
園
大
学
経
済
学
部
教
授＞


